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地方公営企業等金融機構  

理事長となるべき者 

 
 

 
         わたなべ      ゆ う じ 

氏名   渡 邉   雄 司 
 

 

 

 

理事長となるべき者の経歴 

 

   昭和 42 年  4 月   株式会社日本興業銀行 入行 

   平成 11 年  6 月    同         常務取締役・常務執行役員 

  平成 14 年  4 月   株式会社みずほホールディングス取締役副社長 

  平成 15 年  1 月   株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 

  平成 15 年 10 月  興和不動産株式会社代表取締役社長 

  平成 16 年  9 月   公営企業金融公庫 総裁 

                         現在に至る 

 
 

 

（参考） 

地方公営企業等金融機構法第 11 条 

発起人は，機構の理事長となるべき者を指名する。 

２ 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は，機構の設立の時にお

いて機構の理事長となるものとし，その任期は，機構の設立後最初に開催される代

表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。 

 

 

 

 

 

 


